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１．審議 

公立幼稚園の利用者負担額の設定に係る建議について 

 

２．その他 

 

 

 

 

【 事前配布資料 】 

公立幼稚園の利用者負担額の設定について（建議）【案】 



【案】 
 

平成２６年８月２５日 

 

市川市長  大久保 博 様 

市川市教育委員会委員長  宇田川 進 様 

 

 

市川市幼児教育振興審議会 

会 長  高 尾  公 矢 

 

 

公立幼稚園の利用者負担額の設定について（建議） 

 

本審議会は、市川市幼児教育振興審議会条例第２条の規定に基づき、子

ども・子育て支援法第２７条第３項第２号の規定に基づき本市が定める額

（以下「利用者負担額」という。）のうち、市川市立幼稚園（以下「公立幼

稚園」という。）に係るものの設定について慎重に調査審議した結果、下記

のとおり当該利用者負担額を設定することが適当であるとの結論に達した

ので、建議する。 

 

記 

 

公立幼稚園の利用者負担額（保育料）については、私立幼稚園の利用者負

担額と同額とすることが適当である。 

 

なお、国の制度設計を踏まえ、負担が増加する保護者に対し、一定の激変

緩和措置を検討されたい。 
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１ 審議経緯 

 

本審議会は、昭和５０年４月に設置されて以来、本市幼児教育の振興充

実について調査審議をしてきた。 

 

公立幼稚園の保育料についても調査審議の対象とし、直近では平成２４

年４月２３日に、応益負担や公私格差是正といった観点から、「市川市立

幼稚園の保育料は、引き上げることが妥当である。ただし、平成２５年度

市川市立幼稚園保育料については、据え置くことが望ましい。」と答申し

ている。 

なお、この答申においては、保護者への周知期間等を考慮し、「引き上

げの時期は、平成２７年４月からとすることが望ましい」とするとともに、

「改定額は、月額２,０００円程度の増額が適当と考えるが、今後の社会

情勢を鑑み検討すること」を付記したところである。 

 

その後、国は、幼児期の教育・保育・子育て支援について共通の仕組み

の下で必要な財源を確保し、子ども及び子どもを養育している者に必要な

支援を行い、すべての子どもが健やかに成長することができる社会の実現

を目的として「子ども子育て支援新制度」（以下「新制度」という。）を創

設し、平成２７年４月を目標に本格実施することとした。 

 

この新制度においては、幼稚園、保育所等を通じた共通の給付が創設さ

れ、当該給付に当たり、利用者負担を求めることとし、その額は、国が定

める水準を限度として、当該給付の実施主体である市町村が定めることと

されたところであり、平成２６年５月には、利用者負担の上限額イメージ

が示されたところである。 
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この状況を踏まえ、市長は、平成２６年７月１４日、市川市子ども・子

育て会議に私立幼稚園の利用者負担額について諮問したところである。 

 

本審議会は、これまでの審議経緯及びこれら社会状況の変化を勘案し、

実質的な保育料となる公立幼稚園の利用者負担額について調査審議を行

う必要があると判断し、調査審議した結果、本結論に達したものである。 

 

 

２  建議の理由 

⑴ 公立幼稚園の利用者負担額（保育料）について 

新制度は、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培

う重要なものであること等に鑑み、小学校就学前の子どもに対する教育

及び保育並びに保護者に対する子育て支援の提供を総合的に推進する

ものである。 

 

したがって、本市は、市民が必要とする教育及び保育並びに保護者に

対する子育て支援を提供する必要があるところ、それらの提供に当たり、

公立幼稚園と私立幼稚園を分別する必要性は乏しく、したがって、それ

らの利用者負担額に差異を設けることは適当ではないことから、公立幼

稚園の利用者負担額は、私立幼稚園の利用者負担額と同額に設定するこ

とが適当である。 

なお、公立幼稚園と私立幼稚園の利用者負担額を同額とすることによ

り、これまで本審議会が懸案事項としてきた公私格差の解消にも資する

ものである。 

 

⑵ 激変緩和措置について 

国は、私立幼稚園の新制度への移行が円滑に進むよう、一定の要件の

もと、経過措置を講ずることとしている。 
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市長が平成２６年７月１４日に市川市子ども・子育て会議に諮問した

私立幼稚園の利用者負担額からすれば、一部の保護者については、大幅

な負担増を強いられることが容易に想定される。 

 

これらの状況や、本審議会が保護者の負担の増加に対しては丁寧な説

明と十分な期間を設けることを要請してきた経緯を踏まえ、負担が増加

する保護者については、国の経過措置の制度設計を参考に、一定の激変

緩和措置を検討する必要がある。 

 

 

３  参考意見 

本審議会は、公立幼稚園の利用者負担額について調査審議した結果を建

議したところであるが、当該調査審議の過程で、以下の意見があったこと

も申し添える。 

⑴ 幼稚園と保育園の利用者負担について、その保育時間が大きく違うに

も係わらず、階層によっては差がほとんどないのはおかしいのではない

か。 

⑵ 所得の低い人への配慮は理解できるが、所得の高い人に対して、激

変緩和措置を設け、市が負担するのは不自然ではないか。 

⑶ 数百円の引き上げではないので、国の制度だからという理由だけで

突然引き上げていいのか。保護者に対し、早急に周知していく必要が

ある。 

⑷ さらなる消費税の引き上げが予定される中、公立幼稚園の保育料が

上がることにより保護者負担が大きくなり、幼稚園等に行かない在宅

の幼児が増えてしまうことを懸念する。 
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市川市幼児教育振興審議会 

会 長  高尾 公矢 

副会長  鈴木 みゆき 

委 員  稲葉 健二 

委 員  吉田 英生 

委 員  緑谷 一樹 

委 員  増田 実菜 

委 員  小谷 陽子 

委 員  牛木 雅子 

委 員  猪瀬 ひろ 

委 員  齊藤 真由美 

委 員  中川 洋子 

委 員  青葉 大助 

委 員  矢島  勝  
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